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令和２年度及び令和３年度の工事等に対する政府調達に 
関する協定の適用等について 

 

 

 「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定する

財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額」（令和２年財務省告示第 20 号）が

告示され、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に締結される調達契約

に関する政府調達に関する協定（平成７年条約第 23 号）の適用範囲が定められたこ

と等を受け、次のとおり諸通知を改正することとしたので、遺漏なきよう措置された

い。 

 

記 

 

 次に掲げる通知においては、別紙の当該通知に応じた表により、改正前欄に掲げる

規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改める。 

 

 １．「一般競争入札の実施について」 
（平成６年６月 22 日港管第 1385 号） 

 ２．「入札保証金の取扱いに関する試行について」 
（平成 22 年 5 月 20 日国港総第 135 号、国港技第 20 号） 

 ３．「建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式の実施について」  

（平成６年９月 30 日港管第 2217 号） 

 ４．「建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札の実施について」 
（平成６年９月 30 日港管第 2216 号） 

 

附 則 

 この通達による改正後の各規定は、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日まで

の間に契約を締結する工事等に適用する。 

 



 

（別紙） 
 
 

 １．「一般競争入札の実施について」（平成 6 年 6 月 22 日港管第 1385 号） 
改正後 改正前 

１ 対象工事 
 地方整備局（港湾空港関係に限る）が発注す

る工事のうち一件につき見積価額が６億９千

万円以上の契約を対象とするものとする。 
 
 
 

１ 対象工事 
 地方整備局（港湾空港関係に限る）が発注す

る工事のうち一件につき見積価額が６億８千

万円以上の契約を対象とするものとする。 
 
 
 

 
 
 
 ２．「入札保証金の取扱いに関する試行について」 

（平成 22 年 5 月 20 日国港総第 135 号、国港技第 20 号） 
改正後 改正前 

２ 対象事業 
 上記１の入札保証金の取扱いの対象とする

事業は、契約業者取扱要領（昭和５５年１２月

１日付け港管第３７２２号）第７条第１項第１

号から第５号に掲げる工事については、１件に

つき予定価格が６億９千万円以上の工事、第６

号に掲げるその他工事については、工事請負業

者選定事務処理要領（昭和４１年１２月２３日

付け建設省厚第７６号）第３に定める工事種別

のうち、一般土木工事及び建築工事について

は、１件につき予定価格が３億円以上の工事、

その他の工事種別については１件につき予定

価格が６億９千万円以上の工事とするものと

する。 
 
 
 

２ 対象事業 
 上記１の入札保証金の取扱いの対象とする

事業は、契約業者取扱要領（昭和５５年１２月

１日付け港管第３７２２号）第７条第１項第１

号から第５号に掲げる工事については、１件に

つき予定価格が６億８千万円以上の工事、第６

号に掲げるその他工事については、工事請負業

者選定事務処理要領（昭和４１年１２月２３日

付け建設省厚第７６号）第３に定める工事種別

のうち、一般土木工事及び建築工事について

は、１件につき予定価格が３億円以上の工事、

その他の工事種別については１件につき予定

価格が６億８千万円以上の工事とするものと

する。 
 
 
 

 
 
 



 

 ３．「建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式の実施について」 
（平成 6 年 9 月 30 日港管第 2217 号） 

改正後 改正前 
１ 対象業務 
 本手続の対象業務は、「建設コンサルタント

等に係るプロポーザル方式の実施について（平

成６年９月３０日港管第２２１５号。以下「プ

ロポーザル方式実施通達」という。）記１各号

に掲げる業務のうち、１件につき見積価額が

６，９００万円以上のものとする。 
 
 
 

１ 対象業務 
 本手続の対象業務は、「建設コンサルタント

等に係るプロポーザル方式の実施について（平

成６年９月３０日港管第２２１５号。以下「プ

ロポーザル方式実施通達」という。）記１各号

に掲げる業務のうち、１件につき見積価額が

６，８００万円以上のものとする。 
 
 
 

 
 
 
 ４．「建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札の実施について」 

（平成 6 年 9 月 30 日港管第 2216 号） 
改正後 改正前 

１ 対象業務 
 本手続の対象業務は、契約業者取扱要領（昭

和５５年１２月１日付け港管第３７２２号。以

下「取扱要領」という。）にいう測量、調査、

建設コンサルタント等のうち「建設コンサルタ

ント等に係るプロポーザル方式の実施につい

て」（平成６年９月３０日付け港管第２２１５

号。以下「プロポーザル方式実施通達」という。）

記１各号のいずれにも該当しない業務であっ

て、１件につき見積価額が６，９００万円以上

のものとする。ただし、土木詳細設計業務、建

築実施設計業務は本手続の対象としないもの

とする。 
 
 
 

１ 対象業務 
 本手続の対象業務は、契約業者取扱要領（昭

和５５年１２月１日付け港管第３７２２号。以

下「取扱要領」という。）にいう測量、調査、

建設コンサルタント等のうち「建設コンサルタ

ント等に係るプロポーザル方式の実施につい

て」（平成６年９月３０日付け港管第２２１５

号。以下「プロポーザル方式実施通達」という。）

記１各号のいずれにも該当しない業務であっ

て、１件につき見積価額が６，８００万円以上

のものとする。ただし、土木詳細設計業務、建

築実施設計業務は本手続の対象としないもの

とする。 
 
 
 

 
 


